
昭
和
六
十
三
年
四
月
二
十
六
日
受
領 

答

弁

第

二

二

号 
   

衆
議
院
議
員
竹
内
猛
君
提
出
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
事
業
の
実
施
に
当
た
つ
て
の
構
造
物
設
計
指
針
に
定
め
ら
れ 

た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
抗
張
力
強
度
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
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第
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二
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昭
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六
十
三
年
四
月
二
十
六
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

竹 

下 
 

登 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
竹
内
猛
君
提
出
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
事
業
の
実
施
に
当
た
つ
て
の
構
造
物
設
計
指
針 

に
定
め
ら
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
抗
張
力
強
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

沿
岸
漁
場
整
備
開
発
計
画
に
基
づ
き
昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
昭
和
六
十
二
年
度
ま
で
に
支
出
さ
れ
た
沿
岸
漁 

 

場
整
備
開
発
事
業
の
総
事
業
費
は
、
三
千
八
百
一
億
円
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
御
質
問
の
人
工
魚
礁
設
置
の
た 

 

め
に
支
出
さ
れ
た
事
業
費
は
、
千
七
百
五
十
八
億
円
で
あ
り
、
国
が
千
六
十
四
億
円
を
、
事
業
主
体
等
が
六
百 

 

九
十
四
億
円
を
そ
れ
ぞ
れ
支
出
し
た
。 

二
に
つ
い
て 

人
工
魚
礁
の
設
置
に
関
し
、
昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
昭
和
五
十
七
年
度
ま
で
を
計
画
期
間
と
す
る
第
一
次
の 

 

沿
岸
漁
場
整
備
開
発
計
画
に
お
い
て
は
、
事
業
量
を
七
百
五
十
億
円
と
し
、
昭
和
五
十
六
年
度
ま
で
の
実
績 

 
 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

は
、
六
百
六
十
七
億
円
で
あ
つ
た
。
ま
た
、
昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
昭
和
六
十
二
年
度
ま
で
を
計
画
期
間
と
す 

 

る
第
二
次
の
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
計
画
に
お
い
て
は
、
事
業
量
を
千
四
百
億
円
と
し
、
昭
和
六
十
二
年
度
ま
で 

 

の
実
績
は
、
千
九
十
一
億
円
で
あ
つ
た
。 

第
一
次
及
び
第
二
次
の
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
計
画
に
基
づ
き
、
天
然
礁
の
分
布
の
状
況
、
水
域
の
底
質
、
地 

 

域
に
お
け
る
沿
岸
漁
場
の
利
用
の
方
向
等
を
考
慮
し
つ
つ
、
人
工
魚
礁
の
設
置
を
進
め
て
き
た
も
の
で
あ
り
、 

 

そ
の
結
果
、
漁
業
生
産
量
の
増
大
等
の
成
果
が
得
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

沿
岸
漁
場
整
備
開
発
事
業
の
実
施
に
当
た
つ
て
は
、
個
別
の
事
業
計
画
の
審
査
等
を
行
う
際
に
、
社
団
法
人 

 

全
国
沿
岸
漁
業
振
興
開
発
協
会
の
発
行
に
係
る
「
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
事
業
構
造
物
設
計
指
針
」
（
以
下
「
設
計
指 

ま
た
、
こ
の
間
、
会
計
検
査
院
か
ら
人
工
魚
礁
に
関
し
、
指
摘
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
。 

四 

 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

人
工
魚
礁
は
、
海
底
へ
の
着
底
時
等
に
受
け
る
強
い
外
力
に
抵
抗
す
る
た
め
、
そ
の
材
料
と
し
て
コ
ン
ク 

 
 

リ
ー
ト
を
用
い
る
場
合
に
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
工
魚
礁
に
つ
い
て
は
、 

 

一
般
的
に
、
圧
縮
力
に
対
し
て
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
、
引
張
力
に
対
し
て
は
鉄
筋
で
抵
抗
す
る
と
い
う
設
計
方 

 

法
が
採
ら
れ
て
い
る
が
、
着
底
時
の
衝
撃
に
よ
る
外
力
に
対
し
て
は
、
そ
の
作
用
時
間
が
瞬
時
で
あ
る
こ
と
等 

 

針
」
と
い
う
。
）
を
考
慮
す
る
等
、
十
分
な
機
能
を
有
す
る
施
設
の
整
備
が
図
ら
れ
る
よ
う
措
置
し
て
い
る
と
こ 

ろ
で
あ
る
。 

設
計
指
針
は
、
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
事
業
に
お
け
る
構
造
物
の
設
計
等
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ 

 
 

う
、
社
団
法
人
全
国
沿
岸
漁
業
振
興
開
発
協
会
が
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
水
産
土
木
技
術
に
関
す
る
高 

 

度
な
知
見
が
集
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

五 

 



 

六 

を
勘
案
す
れ
ば
、
十
分
な
抵
抗
力
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
引
張
力
に
対
し
て
鉄
筋
及
び
コ
ン
ク 

 

リ
ー
ト
の
双
方
で
抵
抗
す
る
と
い
う
設
計
方
法
を
採
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

こ
れ
が
設
計
指
針
の
第
四
編
第
一
章
一
―
六
の
⑤
の
記
述
の
趣
旨
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を 

 

踏
ま
え
、
人
工
魚
礁
の
適
切
な
設
計
が
行
わ
れ
る
よ
う
事
業
主
体
を
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

七
に
つ
い
て 

人
工
魚
礁
の
耐
久
性
に
つ
い
て
は
、
設
計
指
針
等
に
沿
つ
て
慎
重
に
検
討
さ
れ
て
お
り
、
人
工
魚
礁
は
十
分 

 

な
強
度
を
有
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

な
お
、
人
工
魚
礁
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
崩
れ
落
ち
た
事
例
に
つ
い
て
の
報
告
は
受
け
て
い
な
い
。 

今
後
と
も
、
予
算
の
適
正
な
執
行
が
な
さ
れ
る
よ
う
事
業
主
体
を
十
分
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。 




